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津市公告第１３７号 

 次のとおり（仮称）津市リサイクルセンター建設工事に係る見積設計図書提

出の公募を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告します。 

  平成２４年１０月１５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

 

１ 見積設計図書の対象となる工事概要 

⑴  工事名 

（仮称）津市リサイクルセンター建設工事 

 ⑵ 工事場所 

津市片田田中町地内 

 ⑶  工事内容 

    見積設計仕様書による 

 ⑷  工事発注方式 

   設計・施工一括発注方式（性能発注方式） 

 ⑸  工事期間 

   契約締結日から平成２８年２月末まで 

⑹  問合先 

〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

津市役所３階 津市環境部環境政策課施設担当 

   電話 ０５９－２２９－３１２７ 

   Mail   229-3139@city.tsu.lg.jp 

２ 見積設計図書に付する事項 

 当該公告は上記工事に係る入札を行うために、見積設計仕様書に示した内

容に基づき技術提案を求めるものであり、下記事項を承諾した上で見積設計

図書の提出を行ってください。 

 ⑴ 提出された見積設計図書について、技術審査を行い、発注仕様書を作成し

ます。ただし、見積設計図書の技術審査の結果、提案が採用されない場合が

あります。 

 ⑵ 見積設計図書の内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その
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後の工事において、無償で使用できるものとします。ただし、工事所有権等

の排他的権利を有する提案についてはこの限りではありません。 

 ⑶ 本市が技術提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する請負業

者の責任が軽減されるものではありません。 

 ⑷ 提出書類 

提出された見積設計図書は下記のとおり取り扱うものとします。 

ア 見積設計図書の作成等に要する費用は、提出者の負担とします。 

イ 見積設計図書の返却は行いません。 

ウ 見積設計図書の情報公開請求があった場合は、津市情報公開条例に基づ

き、提出書類を公開することがあります。 

エ 見積設計図書の提出後における提案内容の変更は認めません。ただし、

本市の指示等により変更する場合はこの限りではありません。 

 ⑸ 工事の入札は、別途日時、方法等を定め、発注仕様書の内容を満たす見積

設計図書提出者を代表者とする特定建設工事共同企業体で価格競争にて執

行します。発注仕様書の内容を満たす見積設計図書提出者は、特別の理由

がない限り当該見積設計図書に基づく入札を行うものとし、見積設計図書

にて提案した内容は必ず担保するものとします。 

   なお、特定建設工事共同企業体の構成については、「津市特定建設工事共

同企業体等の取扱いに関する要領」に基づくものとします。 

 ⑹ 見積設計図書については、必要に応じて提出者からヒアリングを実施しま

す。実施する場合は事前に日時等を通知します。 

３ 見積設計図書提出に必要な資格 

  見積設計図書提出者は、参加資格審査申請書提出日までに次に掲げる条件

をすべて満たしているものとします。 

 ⑴ 津市競争入札参加資格者名簿において「清掃施設」を希望業種として登載

されており、指名停止措置を受けていない者 

 ⑵ 審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の「清掃施設」の総合評

定値について、１，０００点以上の者 

 ⑶ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３号に規定する特定建設業の許

可（清掃施設工事業）を受けている者 

 ⑷ 本件工事に清掃施設工事の監理技術者を専任配置できること。ただし、本

件の参加資格審査申請書提出日以前に３カ月以上の恒常的な雇用関係にあ
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ることとします。（合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があ

った場合、緊急の必要やその他やむを得ない事情がある場合については、３

カ月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にある者とみなします。） 

 ⑸ 過去１０年間に、官公庁等が設置、管理するマテリアルリサイクル推進施

設（竪型高速回転式破砕機の能力が３４ｔ／５ｈ以上）の元請としての施工

実績、又は共同企業体での施工実績を有すること 

 ⑹ 登録申請を希望する本店又は委任先となる支店若しくは営業所等の所在

地における市町村税について未納の徴収金（徴収猶予に係るものを除く。）

がないこと 

 ⑺ 法人税及び「消費税及び地方消費税」について未納の徴収金（徴収猶予

に係るものを除く。）がないこと 

 ⑻ 施行令第１６７条の４に該当しない者 

 ⑼ 手形交換所による取引停止処分を受けていない者 

 ⑽ 次の各法律の各規定による申立てがなされていない者 

ア 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律

第８７号）による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条

の規定による整理開始の申立て若しくは通告 

イ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定

による破産の申立て 

ウ 旧和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条の規定による和議開始

の申立て 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第３０条の規定による更生

手続開始の申立て（ただし、手続き開始の決定後、入札参加資格の再認

定を受けている者を除く） 

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生

手続開始の申立て（ただし、手続き開始の決定後、入札参加資格の再認

定を受けている者を除く） 

 ⑾ 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経営

を支配する企業又はこれに準じる者でないこと 

４ 見積設計図書提出に関する手続き 

⑴ 見積設計仕様書の掲載及び参考資料等の閲覧、貸出し 

市ホームページへ見積設計仕様書及び関係様式を掲載します。本件の工
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事に係る参考資料（基本設計業務委託報告書等）については、次のとおり

閲覧に供するとともに、可能な場合は貸出しを行います。ただし、貸出し

については事前に連絡し予約を行ってください。 

  ア 閲覧期限 

平成２４年１０月２９日（月） 

ただし、閲覧時間は午前９時から午後５時までとし、土曜日、日曜日、

祝・休日及び正午から午後１時までを除く。 

  イ 閲覧場所 

    １の⑹と同じ。 

 ⑵ 見積設計仕様書に関する質問（第１回目）の受付 

見積設計仕様書に記載の内容に関する質問（第１回目）を以下のとおり

受け付けます。 

ア 提出期間 

平成２４年１０月１５日（月）午前９時から平成２４年１０月２２日

（月） 午後５時まで 

持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日、

日曜日、祝・休日を除きます。 

イ 提出方法 

見積設計仕様書に関する質問書（第１回目）【様式３】に内容を簡潔に

まとめて記載し、持参又は電子メールにより提出してください。郵送及

びファックスによる提出は無効とします。 

ただし、電子メールの場合は、標題を、「津市リサイクルセンター建設

工事見積設計仕様書に対する質問（第１回目）【会社名記載】」として送

信し、必ず電話にて受信確認を行ってください。 

なお、持参の場合は、ＭＳ－Ｅｘｃelで質問書【様式３】を作成の上、

当該データを納めたＣＤ－Ｒを提出してください。 

なお、電話、口頭等による質問は受け付けません。 

  ウ 提出先 

    １の⑹と同じ。 

 ⑶ 見積設計仕様書に関する質問（第１回目）に対する回答 

見積設計仕様書に関する質問（第１回目）に対する回答は、平成２４年

１０月２６日（金）に市ホームページに掲載します。質問者には、質問の

内容確認を行うことがあります。 
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なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しません。 

 ⑷ 現地見学会 

ア 見学日 

平成２４年１０月１８日（木）及び１９日（金） 

見学希望者は、事前に連絡を行い、上記期間中の日程の調整を行って

ください。 

  イ 連絡先 

１の⑹と同じ。 

 ⑸ 参加資格審査申請書等受付 

  見積設計図書提出希望者は、参加資格審査申請書【様式１】及び以下の添

付資料を提出して、参加資格の確認を受けてください。なお、期限までに

参加資格審査申請書【様式１】及び資料を提出しない者、又は参加資格が

ないと認められた者は、見積設計図書の提出はできません。 

  ア 提出期限 

平成２４年１０月２９日（月） 午後５時まで 

  イ 提出場所 

１の⑹と同じ。 

  ウ 提出書類 

(ｱ) 参加資格審査申請書【様式１】 

(ｲ) ３の⑵に定める審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年 

９月３０日までの経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写

し 

(ｳ) ３の⑶に定める清掃施設工事に係る特定建設業の許可証の写し 

(ｴ) ３の⑷に定める配置予定監理技術者の資格証（表・裏）及び監理技

術者講習修了書の写し並びに雇用関係が確認できる書類（監理技術者

については現在配置予定の技術者の関係書類を提出してください。な

お、入札参加申請時において変更可能ですが、３の⑷の条件を満たす

者の配置を条件とします。） 

(ｵ) 営業所専任技術者証明書の写し（建設業許可申請に必要な営業所の

専任技術者調書の写し） 

(ｶ) ３の⑸に定める施工実績を証する書類（施工実績届出書【様式２】

及び工事内容等が確認できる書類） 

(ｷ) ３の⑹に定める市町村税完納証明書等（各市町村） 
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(ｸ) ３の⑺に定める国税に係る納税証明書（所轄税務署） 

(ｹ) ３の⑻～⑾に定める事項に対する宣誓書【様式５】 

エ 提出方法 

申請書等を作成し、持参により提出してください。郵送、ファックス

及び電子メールによる提出は認めません。 

文字の大きさは、原則１１ポイント以上とします。 

オ 辞退する場合 

申請書を提出した後に見積設計図書提出を辞退する場合は、平成２４

年１１月８日（木）までに、見積設計図書提出辞退届【様式６】を担当

課宛に持参又は郵送により提出してください。 

なお、提出を辞退した場合に、今後本市が行う以後の業務について不

利益な取扱いを受けるものではありません。 

 ⑹ 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果については、平成２４年１１月２日（金）に応募者

に対し、書面にて通知します。同時に参加資格があると認められた者に対

しては、参加資格証明書の交付を行います。 

なお、参加資格がないと判断された場合、上記通知日から７日以内に書

面（任意様式）により説明を求めることができます。 

 ⑺ 見積設計仕様書に関する質問（第２回目）の受付 

見積設計仕様書に記載の内容に関する質問（第２回目）を以下のとおり

受け付けます。 

  ア 提出期間 

平成２４年１１月１２日（月）午前９時から平成２４年１１月１６日

（金）午後５時まで 

持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日、

日曜日、祝・休日を除きます。 

なお、第２回目の質問については参加資格証明書を交付された者のみ

質問ができるものとします。 

イ 提出方法 

見積設計仕様書に関する質問書（第２回目）【様式４】に内容を簡潔に

まとめて記載し、持参又は電子メールにより提出してください。郵送及

びファックスによる提出は無効とします。 

ただし、電子メールの場合は、標題を、「津市リサイクルセンター建設
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工事見積設計仕様書に対する質問（第２回目）【会社名記載】」として送

信し、必ず電話にて受信確認を行ってください。 

なお、持参の場合は、ＭＳ－Ｅｘｃelで質問書【様式４】を作成の上、

当該データを納めたＣＤ－Ｒを提出してください。 

なお、電話、口頭等による質問は受け付けません。 

  ウ 提出先 

    １の⑹と同じ。 

 ⑻ 見積設計仕様書に関する質問（第２回目）に対する回答 

見積設計仕様書に関する質問（第２回目）に対する回答は、平成２４年

１１月２２日（木）に参加資格証明書を交付した者に対し書面又は電子メ

ールにて回答します。質問者には、質問の内容確認を行うことがあります。 

なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しません。 

 ⑼ 見積設計図書等の提出 

参加資格証明書の交付を受けた見積設計図書提出希望者は、次により見

積設計図書を提出してください。 

  ア 提出期限 

見積書及び事業費年度割合 

平成２４年１２月 ７日（金）午後５時まで 

見積設計図書 

平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

完成予想図 

平成２４年１２月２７日（木）午後５時まで 

  イ 提出場所 

１の⑹と同じ。 

  ウ 提出書類 

見積設計図書一式とします。 

  エ 提出方法 

見積設計図書は、Ａ４判パイプ式ファイル（２穴、取り外し可能なも

の）でまとめ、正本１部、副本５部を持参により提出してください。ま

た、図面を除き全てＭＳ－Ｗｏｒｄ又はＥｘｃｅｌ、図面はＡｄｏｂｅ 

ＰＤＦにより電子データ化し、電子データを納めたＣＤ－Ｒ（正本１枚、

副本１枚）を提出してください。郵送、ファックス及び電子メールによ

る提出は認めません。 
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なお、見積設計図書の文字の大きさは、原則１１ポイント以上としま

す。 

５ スケジュール一覧表 

時期 内容 

平成２４年１０月１５日（月） 見積公告 

平成２４年１０月１５日（月） 見積設計仕様書の公表 

平成２４年１０月１５日（月）～ 

平成２４年１０月２２日（月） 

見積設計仕様書に関する質問受付（第１回目） 

平成２４年１０月１８日（木）～ 

平成２４年１０月１９日（金） 

現地見学会 

※要事前日程調整 

平成２４年１０月２６日（金） 見積設計仕様書に関する質問回答（第１回目） 

平成２４年１０月１５日（月）～ 

平成２４年１０月２９日（月） 

参加資格審査申請書類の受付 

※持参による提出 

平成２４年１１月 ２日（金） 参加資格の審査結果の通知 

平成２４年１１月 ２日（金）～ 

平成２４年１１月 ８日（木） 

参加資格審査結果に係る説明要求の受付 

及び見積提出参加辞退の受付 

平成２４年１１月１２日（月）～ 

平成２４年１１月１６日（金） 

見積設計仕様書に関する質問受付（第２回目） 

※参加資格証明書を交付された者のみ 

平成２４年１１月２２日（木） 見積設計仕様書に関する質問回答（第２回目） 

平成２４年１２月 ７日（金） 

平成２４年１２月１４日（金） 

平成２４年１２月２７日（木） 

見積書の提出期限 

見積設計図書の提出期限 

完成予想図の提出期限 

平成２４年１２月１４日（金）～ 

平成２５年 ２月 中旬 

見積設計図書に関するヒアリング 

平成２５年 ２月 中旬 最終発注仕様書の作成 

平成２５年度  入札公告（予定） 

注意：上記期間においては、土曜日、日曜日、祝・休日を除くものとする。 


